
 

別紙３ 見積限度額 

 

学童クラブ名 見積限度額 

内訳 

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

感田学童クラブ 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 
133,307,190円 44,435,730円 44,435,730円 44,435,730円 

下境学童クラブ 

Ａ・Ｂ 
66,963,630円 22,321,210円 22,321,210円 22,321,210円 

新入学童クラブ 

Ａ・Ｂ 
76,429,335円 25,476,445円 25,476,445円 25,476,445円 

直方東学童クラブ 

Ａ・Ｂ 
66,656,580円 22,218,860円 22,218,860円 22,218,860円 

植木学童クラブ 

Ａ・Ｂ 
69,856,740円 23,285,580円 23,285,580円 23,285,580円 

上頓野学童クラブ 

Ａ・Ｂ 
84,141,750円 28,047,250円 28,047,250円 28,047,250円 

直方西学童クラブ 33,821,055円 11,273,685円 11,273,685円 11,273,685円 

直方北学童クラブ 

Ａ・Ｂ・Ｃ 
109,498,140円 36,499,380円 36,499,380円 36,499,380円 

中泉学童クラブ 30,934,125円 10,311,375円 10,311,375円 10,311,375円 

福地学童クラブ 33,730,635円 11,243,545円 11,243,545円 11,243,545円 

直方南学童クラブ 32,230,155円 10,743,385円 10,743,385円 10,743,385円 

※特別な支援を要する児童（２人分）の単年度の上限額 2,059,000 円 

※本業務は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 2 条第 3 項第 2 号に規定する第二種社会福祉

事業であり、消費税法（昭和 63年法律第 108号）第 6条第 1項に規定する消費税非課税事業に該

当する。 

※夏季休業日のみ開所する学童クラブについては、見積限度額に含まない。 

※限度額を超えた見積価格の提案は無効とする。 

※限度額は契約時の予定価格を示すものではなく、事業の最大規模を示すためのものである。 

※放課後児童健全育成事業実施要綱に基づき、放課後児童クラブに勤務する職員の処遇改善のため、

放課後児童支援員等処遇改善事業（月額 9,000 円相当賃金改善）を実施することを見積に含むこ

と。 

 


